
一
九
九
九
年
、
あ
る
バ
ル
ザ
ッ
ク
研
究
者
の
論
文
の
中
で
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
時
代
の
一
フ
ラ
ン
は
現
在
の
お
よ
そ
五
百
円
に
当
た

る
、
と
い
う
記
述
を
読
ん
だ
。
こ
の
数
字
は
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
研
究
者
な
ら
誰
知
ら
ぬ
者
の
な
い
著
名
な
バ
ル
ザ
ッ
ク
学
の
大
家
ロ
ジ

ェ
・
ピ
エ
ロ
が
、
そ
の
著
書
の
中
で
引
用
し
て
い
る
Ｉ
Ｎ
Ｓ
Ｅ
Ｅ
（
フ
ラ
ン
ス
国
立
経
済
研
究
所
）
の
統
計
に
よ
る
、
一
八
四
〇
年

の
一
フ
ラ
ン
、
イ
コ
ー
ル
、
一
九
九
二
年
の
二
一
．
六
九
フ
ラ
ン
と
い
う
額
に
、
ユ
ー
ロ
に
移
行
す
る
直
前
の
円
と
フ
ラ
ン
の
為
替

バ
ル
ザ
ッ
ク
の
時
代
、
一
フ
ラ
ン
の
価
値
は
い
っ
た
い
ど
の
く
ら
い
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
十
九
世
紀
の
レ
ア
リ
ス
ム
小
説
、

と
り
わ
け
『
人
間
喜
劇
』
を
読
む
際
、
も
し
当
時
の
一
フ
ラ
ン
が
現
代
の
い
く
ら
く
ら
い
に
当
た
る
か
見
当
が
つ
か
な
け
れ
ば
、
お

よ
そ
ド
ラ
マ
は
真
の
迫
力
に
欠
き
、
登
場
人
物
の
心
理
に
も
十
分
感
情
移
入
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
『
人
間
喜
劇
』
で
は
、
し
ば
し
ば
金

銭
の
問
題
が
ド
ラ
マ
の
背
景
を
な
し
、
主
要
な
細
部
を
形
成
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
他
の
作
家
以
上
に
、
バ
ル
ザ

ッ
ク
に
お
い
て
は
重
要
で
あ
る
。 

は
じ
め
に 

     

バ
ル
ザ
ッ
ク
の
時
代
の
一
フ
ラ
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私
事
に
わ
た
る
が
、
私
は
大
学
院
に
入
っ
て
バ
ル
ザ
ッ
ク
を
専
門
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
以
来
二
十
数
年
間
、
一
フ
ラ
ン
を
約
千

円
と
し
て
『
人
間
喜
劇
』
を
読
ん
で
き
た
。
そ
う
考
え
て
き
た
根
拠
は
我
事
な
が
ら
定
か
で
な
い
が
、
お
そ
ら
く
大
学
や
大
学
院
で

直
接
バ
ル
ザ
ッ
ク
読
解
の
指
導
を
受
け
た
三
人
の
バ
ル
ザ
ッ
シ
ア
ン
（
バ
ル
ザ
ッ
ク
専
門
家
）
や
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
研
究
会
な
ど
で
お

会
い
す
る
先
生
が
た
の
、
雑
談
の
ど
こ
か
で
出
て
き
た
想
定
額
を
自
然
に
受
け
入
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
と
も
あ
れ
、

学
生
時
代
、
複
数
の
先
生
が
、
だ
い
た
い
千
円
く
ら
い
だ
と
言
っ
た
こ
と
は
記
憶
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
み
な
責
任
あ
る
発
言
で
は

な
か
っ
た
に
し
ろ
、
そ
う
し
て
与
え
ら
れ
た
数
字
で
『
人
間
喜
劇
』
を
細
か
く
読
む
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
も
、
全
体
と
し
て
、
小
説

の
解
釈
に
不
都
合
を
感
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
先
の
バ
ル
ザ
ッ
ク
研
究
者
の
論
文
冒
頭
で
「
五
百
円
」
と
い
う
数
字

を
見
、
そ
の
元
に
な
っ
た
記
述
を
先
の
大
家
の
著
書
で
確
認
し
た
と
き
は
、
正
直
言
っ
て
衝
撃
を
受
け
た
。
真
実
は
、
こ
れ
ま
で
思

っ
て
き
た
額
の
半
分
だ
っ
た
の
か
、
と
、
一
瞬
ひ
ど
く
情
け
な
い
気
持
ち
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
本
当
に
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ

れ
ま
で
大
き
な
疑
問
が
湧
か
な
か
っ
た
の
は
案
外
そ
れ
ほ
ど
的
を
外
れ
た
額
で
は
な
か
っ
た
か
ら
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
単
に
手

前
勝
手
に
そ
う
思
う
の
で
は
な
く
、
明
確
な
数
字
の
論
理
で
は
な
い
に
し
ろ
、
私
に
は
私
な
り
の
、
そ
れ
を
自
然
に
受
け
入
れ
て
き

た
私
の
読
書
経
験
に
基
づ
く
潜
在
的
論
拠
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
も
し
か
す
る
と
間
違
っ
て
は
い
な
い
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。
本
論
を
書
く
き
っ
か
け
は
そ
こ
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
結
論
も
ま
た
そ
こ
に
あ
る
。 

相
場
の
平
均
的
交
換
率
を
掛
け
て
割
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
算
定
は
、
最
初
に
も
と
と
な
る
数
字
を
提
供
し
て
い
る
の

が
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
専
門
機
関
で
あ
り
、
そ
れ
に
依
拠
し
て
現
代
フ
ラ
ン
に
直
し
た
の
が
バ
ル
ザ
ッ
ク
研
究
の
大
家
で
あ
り
、
日
本

人
研
究
者
は
そ
れ
を
最
も
合
理
的
な
方
法
で
執
筆
当
時
（
一
九
九
九
年
）
の
日
本
円
に
換
算
し
た
だ
け
な
の
で
あ
る
か
ら
、
容
易
に

反
論
の
許
さ
れ
な
い
大
変
権
威
あ
る
算
定
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
は
そ
れ
に
疑
義
を
呈
し
た
い
と
思
う
。 
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わ
れ
わ
れ
日
本
人
か
ら
見
れ
ば
、
こ
れ
だ
け
時
が
経
過
す
れ
ば
物
の
価
値
が
大
き
く
変
動
し
て
当
た
り
前
で
あ
る
。
厚
生
労
働
省

の
統
計
一

に
よ
れ
ば
、
一
九
七
六
年
の
大
卒
初
任
給
の
平
均
は
八
万
七
千
六
百
円
で
、
二
十
五
年
後
の
二
〇
〇
一
年
に
は
十
八
万
八

千
六
百
円
（
二
、
一
五
倍
）
に
な
っ
て
い
る
。
家
計
支
出
に
つ
い
て
も
、
総
務
省
の
統
計
二

で
は
、
一
九
七
六
年
東
京
都
区
部
の
親

子
丼
一
杯
は
平
均
四
百
円
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
一
年
に
は
約
八
百
円
、
コ
ー
ヒ
ー
一
杯
は
同
二
百
円
か
ら
四
百
二
十
円
程
に
な
っ

て
い
る
。
こ
こ
で
の
大
ま
か
な
例
で
見
る
限
り
、
二
十
五
年
間
に
物
価
も
所
得
も
約
二
倍
に
な
り
、
そ
の
結
果
百
円
の
価
値
は
半
減

し
た
わ
け
で
あ
る
。 

も
っ
と
も
、
一
人
の
平
均
的
フ
ラ
ン
ス
人
に
と
っ
て
、
一
フ
ラ
ン
に
対
し
て
感
じ
る
主
観
価
値
、
具
体
的
に
言
え
ば
一
フ
ラ
ン
を

ち
ょ
っ
と
し
た
金
額
と
感
じ
る
か
、
た
い
し
た
こ
と
な
い
金
額
と
感
じ
る
か
の
度
合
い
は
、
百
年
の
間
に
あ
る
程
度
変
化
す
る
で
あ

ろ
う
。
日
本
を
例
に
と
れ
ば
、
同
じ
く
総
務
省
の
統
計
で
、
一
九
四
八
年
か
ら
二
〇
〇
一
年
ま
で
の
五
十
三
年
間
に
物
価
は
十
倍
に

な
っ
た
が
、
一
世
帯
あ
た
り
の
消
費
支
出
は
三
十
五
倍
に
な
っ
た
。
戦
後
、
エ
ン
ゲ
ル
係
数
は
一
貫
し
て
下
が
り
続
け
、
消
費
全
体

と
こ
ろ
が
、
十
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
十
九
世
紀
の
み
な
ら
ず
二
十

世
紀
初
頭
ま
で
、
通
貨
価
値
の
変
動
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
時
代
の
一
フ
ラ
ン
の
価
値
は
お
お
む
ね
同
じ
で
あ
り
、

ゾ
ラ
の
時
代
に
い
た
っ
て
も
一
フ
ラ
ン
の
価
値
は
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
時
代
と
だ
い
た
い
同
じ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
か
ら
ゆ
っ
く
り
確
認
し
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。 

バ
ル
ザ
ッ
ク
の
時
代
に
イ
ン
フ
レ
と
い
う
も
の
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
バ
ル
タ
ザ
ー
ル
・
ク
ラ
ー
ス
が
「
絶

対
の
探
求
」
を
始
め
た
一
八
〇
九
年
の
一
フ
ラ
ン
と
、
ユ
ロ
男
爵
が
色
欲
の
果
て
に
ア
ガ
ト
・
ピ
ク
タ
ー
ル
嬢
と
再
婚
す
る
一
八
四

六
年
の
一
フ
ラ
ン
と
は
、
三
十
七
年
を
経
て
同
じ
価
値
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

十
九
世
紀
に
お
け
る
通
貨
価
値
の
安
定 
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総務省の統計から  

に
占
め
る
教
養
娯
楽
費
と
交
通
通
信
費
の

割
合
が
ご
く
僅
か
ず
つ
で
あ
る
が
一
貫
し

て
増
え
続
け
て
い
る
三

。
要
す
る
に
、
戦

後
、
物
価
の
上
昇
を
は
る
か
に
上
回
っ
て

所
得
が
増
大
し
、
生
活
水
準
が
向
上
し
、

文
化
的
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
い

う
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
、
こ
の
間
に
、
一

個
の
ご
く
普
通
の
日
本
人
の
感
覚
で
は
、

百
円
の
価
値
は
十
分
の
一
以
下
に
低
く
な

っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
っ
た
く
逆
の

言
い
方
を
す
る
な
ら
、
戦
後
ま
も
な
く
の

百
円
は
、
現
在
の
千
円
よ
り
も
ず
っ
と
重

み
を
持
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。 

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
平
均
所
得
が
増

大
す
れ
ば
、
同
じ
こ
と
が
言
い
う
る
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
十
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
に

お
い
て
は
、
そ
の
度
合
い
は
は
る
か
に
少

な
か
っ
た
。
ピ
エ
ー
ル
・
ギ
ラ
ー
ル
の
『
資

本
主
義
黄
金
期
の
フ
ラ
ン
ス
の
日
常
生
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次
に
、
そ
れ
よ
り
下
層
の
庶
民
階
級
の
収
入
は
ど
う
か
。
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
ド
レ
ア
ン
が
『
労
働
者
運
動
の
歴
史
』
の
中
で
引
用

し
て
い
る
一
八
二
五
年
の
ナ
ン
ト
の
医
師
ゲ
パ
ン
の
記
録
に
よ
れ
ば
七

、
定
住
所
と
家
族
を
持
つ
比
較
的
恵
ま
れ
た
印
刷
工
、
煉
瓦

石
積
工
、
大
工
、
家
具
職
人
の
年
収
は
六
百
フ
ラ
ン
か
ら
千
フ
ラ
ン
の
間
で
あ
っ
た
と
い
う
。
当
時
の
常
態
と
し
て
、
彼
ら
は
年
間

お
よ
そ
三
百
日
働
く
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
こ
れ
を
一
日
あ
た
り
の
賃
金
に
な
お
せ
ば
、
二
フ
ラ
ン
か
ら
三
、
三
三
フ
ラ
ン
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
の
当

〇
、
七
五
フ
ラ
ン
か
ら
一
フ
ラ
ン
で
あ
っ
た
と
い
う

活
』
に
よ
れ
ば
四

、
一
八
四
六
年
の
平
役
人
の
平
均
給
与
は
千
三
百
フ
ラ
ン
で
、
五
六
年
に
千
三
百
五
十
フ
ラ
ン
と
な
り
、
七
三
年

に
は
千
四
百
フ
ラ
ン
と
な
っ
て
い
る
。
増
え
て
は
い
る
も
の
の
わ
ず
か
で
あ
る
。
一
九
世
紀
前
半
に
つ
い
て
は
ど
う
か
、
い
ま
私
に

は
『
人
間
喜
劇
』
以
外
に
参
照
し
う
る
も
の
が
な
い
の
で
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
に
頼
る
こ
と
に
な
る
が
、
一
八
一
九
年
の
物
語
『
ゴ
リ
オ

爺
さ
ん
』
の
中
で
、
平
役
人
だ
っ
た
年
金
生
活
者
ポ
ワ
レ
が
、
在
職
中
受
け
取
っ
て
い
た
給
与
は
千
二
百
フ
ラ
ン
で
あ
る
五

。
ま
た
、

『
人
生
の
門
出
』
に
お
い
て
、
リ
ラ
ダ
ン
行
の
乗
合
馬
車
の
中
で
、
セ
リ
ジ
ー
伯
爵
本
人
が
い
る
と
も
知
ら
ず
そ
の
私
生
活
を
暴
露

し
て
大
失
態
を
演
じ
た
オ
ス
カ
ー
ル
・
ユ
ッ
ソ
ン
の
、
義
父
で
あ
る
無
能
な
平
役
人
の
俸
給
は
、
一
八
二
二
年
頃
千
二
百
フ
ラ
ン
で

あ
っ
た
六

。
こ
の
数
字
を
も
と
に
五
十
数
年
間
の
平
役
人
の
賃
金
上
昇
率
を
算
出
す
れ
ば
、
十
六
、
七
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
こ
の
間
に
、
『
老
嬢
』
や
『
骨
董
室
』
で
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
古
い
体
質
の
貴
族
た
ち
は
没
落
し
、
新
し
い
ブ
ル
ジ
ョ
ワ

の
時
代
が
到
来
し
て
い
る
。
ま
た
産
業
革
命
の
進
展
に
よ
っ
て
労
働
者
階
級
も
誕
生
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
政
治
、
経
済
、
社
会
は
、

根
底
か
ら
大
き
な
変
貌
を
遂
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
五
十
数
年
間
の
平
役
人
の
賃
金
上
昇
率
が
十
六
、
七
パ
ー

セ
ン
ト
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
は
驚
異
的
な
こ
と
の
よ
う
に
思
え
る
。
一
年
間
の
上
昇
率
に
単
純
平
均
す
れ
ば
、
〇
、
三
パ
ー
セ
ン

ト
と
と
な
り
、
お
そ
ら
く
、
そ
の
時
代
に
生
き
て
い
た
人
間
の
生
活
感
覚
と
し
て
は
、
生
涯
ま
っ
た
く
変
化
を
感
じ
取
れ
な
い
ほ
ど

な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

時
、
最
下
級
の
単
純
労
働
者
の
日
給
は

こ
れ
ら
の
額
と
、
次
の
「
文
人
協
会S

o
ciété d

es gen
s d

e L
ettres

」
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
賃
金
表
を
比
較
し
て

み
た
い
と
思
う
。
（
別
表
①
） 

八

。 
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二
級
画
家
、
ガ
ラ
ス
職
人
、
ブ
リ
キ
職
人
、
消
防
士

p
ein

tre, vitrier, ferb
lan

tier, p
o

m
p

ier d
e seco

n
d

e classe 

 

一
級
画
家
、
ガ
ラ
ス
職
人
、
ブ
リ
キ
職
人
、
消
防
士

p
ein

tre, vitrier, ferb
lan

tier, p
o

m
p

ier d
e p

rem
ière classe 

 

大
工
、
家
具
職
人
、
鍵
屋
、
車
大
工
、
鍛
冶
屋

ch
arp

en
tier, m

en
u

isier, serru
rier, ch

arro
n

, fo
rgero

n
 

 

縦
挽
き
製
材
工scieu
r d

e lo
n

g 

屋
根
ふ
き
職
人co

u
vreu

r 

左
官p

lâtrier 

舗
石
工p

aveu
r 

石
切
職
人tailleu

r d
e p

ierre 

二
級
煉
瓦
石
積
工m

aço
n

 d
e seco

n
d

e classe 

一
級
煉
瓦
石
積
工m

aço
n

 d
e p

rem
ière classe 

鉱
夫m

in
eu

r 

土
木
作
業
員terrassier 

熟
練
単
純
労
働
者m

an
œ

u
vre ch

o
isi 

単
純
労
働
者m

an
œ

u
vre o

rd
in

aire 

職 
 
 
 
 
 

種 

二
、
七
〇 

三 三 二
、
七
五 

二
、
五
〇
フ
ラ
ン 

三 三 三
、
五
〇 

二
、
五
〇 

三 二
、
七
〇 

二 一
、
八
〇 

一
、
五
〇
フ
ラ
ン 

一
八
四
六
年
の
日
給 

二
、
七
〇 

三
、
一
〇 

三
、
一
〇 

二
、
五
〇 

二
、
四
〇
フ
ラ
ン 

三
、
一
五 

三
、
一
五 

三
、
七
五 

二
、
四
〇 

三 三
、
二
〇 

二
、
〇
五 

一
、
八
〇 

一
、
六
〇
フ
ラ
ン 

一
八
六
一
年
の
日
給 

別表①  
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ド
レ
ア
ン
の
著
書
で
示
さ
れ
た
数
字
と
こ
の
一
覧
の
数
字
を
容
易
に
総
括
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
た
だ
明
瞭
な
こ
と
の
み

取
り
出
せ
ば
、
最
下
級
労
働
者
（
単
純
労
働
者
）
の
賃
金
は
一
八
二
五
年
か
ら
六
一
年
の
間
に
一
、
六
倍
か
ら
二
、
一
倍
（
〇
、
七

五
〜
一
フ
ラ
ン
か
ら
一
、
六
フ
ラ
ン
）
と
い
う
か
な
り
の
上
昇
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
『
マ
ク
ミ
ラ
ン
世
界
歴
史
統
計
・
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
篇
』
に
載
っ
て
い
る
工
場
労
働
者
の
賃
金
統
計
か
ら
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
書
の
数
値
を
グ
ラ
フ
化
し
た
別
表
②
を

見
れ
ば
、
工
場
労
働
者
の
賃
金
は
百
年
間
で
倍
以
上
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
大
部
分
の
職
人
な
い
し
は
職
人
的

性
格
を
持
つ
労
働
者
の
賃
金
は
、
大
半
の
職
種
で
微
増
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
職
種
に
よ
っ
て
は
下
が
っ
て
い
る
も
の
も
あ

り
、
概
ね
日
給
が
二
五
年
と
同
じ
二
フ
ラ
ン
か
ら
三
、
三
三.

フ
ラ
ン
程
度
の
間
に
収
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
見
れ
ば
、
職
人
な

い
し
職
人
的
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
三
十
六
年
前
も
後
も
給
与
に
大
き
な
差
は
な
い
と
言
い
う
る
。
た
だ
、
労
働
時
間
は
一
八
二
五

年
頃
は
一
般
に
一
日
十
四
、
十
五
時
間
（
昼
食
時
三
十
分
、
夕
食
時
一
時
間
の
休
息
が
普
通
で
あ
っ
た
め
、
そ
れ
を
引
け
ば
実
労
十

三
時
間
程
度
）
だ
っ
た
の
に
対
し
、
文
人
協
会
の
先
の
賃
金
表
で
は
十
時
間
労
働
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
給
や
月
給
は

大
差
な
く
と
も
、
時
給
単
位
で
は
全
体
に
上
昇
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

た
だ
し
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
産
業
革
命
が
進
展
し
近
代
化
が
加
速
し
始
め
た
時
期
、
職
を
求
め
る
人
々
の
都
市
へ
の
流
入
が
激
し

く
な
り
、
労
働
者
の
賃
金
が
下
降
な
い
し
は
低
迷
し
て
い
る
。
ピ
エ
ー
ル
・
バ
ル
ベ
リ
ス
に
よ
れ
ば
、
「
一
八
三
六
年
か
ら
一
八
四
八

年
の
間
に
、
男
性
労
働
者
の
平
均
賃
金
は
、
二
フ
ラ
ン
か
ら
一
、
七
八
フ
ラ
ン
に
な
り
、
女
性
労
働
者
の
ほ
う
は
、
一
フ
ラ
ン
か
ら

〇
、
七
七
フ
ラ
ン
に
な
っ
た
」
九

と
い
う
。
こ
こ
に
は
職
種
ご
と
の
賃
金
の
細
目
が
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
単
に
三
六
年
か
ら
約

十
年
間
の
間
に
賃
金
が
や
や
下
降
し
た
事
実
だ
け
を
捉
え
れ
ば
、
二
五
年
の
賃
金
と
四
六
年
か
ら
六
一
年
ま
で
の
間
の
賃
金
が
さ
ほ

ど
変
わ
り
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
二
五
年
か
ら
約
十
年
間
の
間
に
賃
金
が
若
干
上
昇
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
そ
の
上

昇
分
に
近
い
額
が
、
三
六
年
か
ら
約
十
年
間
の
任
意
の
時
期
に
こ
ん
ど
は
下
降
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。 
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1901 年の賃金を 100 とした場

（『マクミラン世界歴史統計・ヨーロッパ  

 

1806 

1828 

1842 

1852 

1856 

1862 

 

        

 ―
別表②  

合のパリにおける工業労働者賃金変遷  

篇』1983 年、p193 の数字をもとにグラフ作成）

 

44 1873 73 

44 1880 93 

52 1896 92 

57 1900 99 

63 1901 100 

70  

           
 

 8 ―



一
方
、
物
価
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
『
マ
ク
ミ
ラ
ン
世
界
歴
史
統
計
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
篇
』
の
卸
売
物
価
指
数
の
欄
か
ら
十
九
世
紀
フ

ラ
ン
ス
の
部
分
を
取
り
出
し
、
一
八
四
〇
年
か
ら
四
四
年
ま
で
の
間
の
物
価
を
一
〇
〇
と
し
て
五
年
を
単
位
に
計
算
し
な
お
し
た
も

の
が
、
別
表
③
で
あ
る
。
こ
の
表
を
見
る
限
り
、
物
価
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
時
代
か
ら
百
日
天
下
ま
で
は
や
や
変
動
し
て
い
る
が
、

七
月
王
政
に
入
っ
て
き
わ
め
て
安
定
し
、
第
二
帝
政
期
に
再
び
や
や
上
下
す
る
も
の
の
、
第
三
共
和
政
以
降
は
一
貫
し
て
世
紀
末
ま

で
下
落
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
世
紀
末
は
、
い
わ
ば
か
な
り
の
デ
フ
レ
傾
向
を
示
し
て
お
り
、
一
八
四
〇
年
代
に
比
べ
て
、
物

価
は
三
割
以
上
も
下
落
し
て
い
る
。
そ
の
主
要
な
原
因
は
、
近
代
工
業
の
発
展
に
よ
っ
て
安
価
な
量
産
品
が
市
場
に
色
々
と
出
現
し 

こ
こ
ま
で
の
こ
と
か
ら
、
全
体
を
大
ま
か
に
捉
え
れ
ば
、
シ
ャ
ル
ル
十
世
の
復
古
王
政
一
二

頃
か
ら
七
月
王
政
初
期
ま
で
の
間
に
、

職
人
労
働
者
の
賃
金
も
工
場
労
働
者
の
賃
金
も
共
に
ご
く
わ
ず
か
上
昇
し
た
が
、
バ
ル
ベ
リ
ス
に
よ
れ
ば
、
別
表
に
数
値
が
な
い
七

月
王
政
期
半
ば
頃
、
一
時
下
降
し
た
時
期
が
あ
っ
た
。
続
い
て
、
七
月
王
政
末
期
か
ら
第
二
帝
政
中
頃
ま
で
は
工
場
労
働
者
の
賃
金

は
若
干
上
昇
し
た
が
、
職
人
労
働
者
の
賃
金
は
横
ば
い
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
は
二
十
年
間
、
少
し
ず
つ
だ
が
顕
著
に
上
昇
し

た
、
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
、
全
体
を
巨
視
的
に
眺
め
れ
ば
、
先
に
引
用
し
た
平
役
人
の
賃
金
が
五
十
数
年
間
に
十
六
、

六
パ
ー
セ
ン
ト
上
昇
し
て
い
る
こ
と
と
合
わ
せ
て
、
少
な
く
と
も
、
一
般
フ
ラ
ン
ス
人
の
所
得
は
、
十
九
世
紀
の
間
に
、
大
幅
と
は

、
、
、
、

い
え
な
い
程
度

、
、
、
、
、
、
確
実
に

、
、
、
増
大
、
、
し、
い
る
、
、
、
と
し
て
い
い
だ
ろ
う
。 

ま
た
、
前
掲
書
の
統
計
か
ら
工
場
労
働
者
の
賃
金
は
、
五
二
年
か
ら
六
二
年
の
十
年
間
に
十
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
七
三
年
か
ら
八
〇

年
ま
で
の
間
に
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
上
昇
し
、
世
紀
後
半
全
体
で
は
、
四
三
パ
ー
セ
ン
ト
も
の
上
昇
を
見
て
い
る
。 

続
い
て
、
世
紀
後
半
に
目
を
転
ず
る
と
、
労
働
者
の
賃
金
は
は
っ
き
り
と
上
昇
傾
向
と
な
る
。
一
八
七
二
年
国
民
議
会
が
行
っ
た

正
式
調
査
に
よ
れ
ば
、
五
七
年
か
ら
七
二
年
の
間
に
労
働
者
の
賃
金
は
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
上
が
っ
て
、
物
価

上
昇
率
を
は
る
か
に
凌
い
だ
一
〇

。
こ
の
上
昇
傾
向
は
、
ギ
ラ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
さ
ら
に
七
九
年
ま
で
継
続
し
、
パ
リ
で
は
平
均
二
十

八
パ
ー
セ
ン
ト
の
上
昇
を
見
た
と
い
う
一
一

。 
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1840 年～44 年の卸売物価を

（『マクミラン世界歴史統計

1800 ～1804 8

1805 - 1809 10

1810 - 1814 12

1815 – 1819 9

1820 - 1824 11

1825 - 1829 10

1830 – 1834 9

1835 – 1839 10

1840 - 1844 1

1845 - 1849 9

        

 ―
別表③  

 

100 とした場合の 19 世紀の物価指数  

・ヨーロッパ篇』の統計を基に作成）  

 

 

4.8 1850 – 1854 98.1 

6.9 1855 – 1859 115.1 

2.6 1860 - 1864 111.5 

2.9 1865 - 1869 103.2 

1.2 1870 - 1874 108.2 

5.6 1875 - 1879 98.2 

9.1 1880 – 1884 88.0 

2.4 1885 - 1889 75.4 

00 1890 - 1894 74.2 

5.4 1895 - 1899 67.2 

 1900 - 1904 66.9 
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た
こ
と
と
、
植
民
地
の
拡
大
に
よ
っ
て
、
植
民
地
農
産
物
や
植
民
地
農
産
物
を
原
料
と
す
る
も
の
が
多
く
出
回
り
始
め
、
そ
れ
ま
で

の
市
場
価
格
を
下
落
さ
せ
た
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
大
幅
に
安
く
な
っ
っ
た
も
の
は
、
現
代
日
本
の
場
合
と
同
様
、
一
部
の

も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
全
体
の
物
価
指
数
を
引
き
下
げ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
庶
民
感
覚
と
し
て
は
、
昔
高
か
っ

た
も
の
が
一
部
ず
い
ぶ
ん
安
く
な
っ
て
は
い
る
が
、
生
活
の
コ
ス
ト
自
体
は
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
、
少
な
く
と
も
七
十
年
代
ま
で
は

全
然
変
わ
り
な
い
、
と
感
ず
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
実
際
、
手
許
に
あ
る
資
料
か
ら
取
り
出
す
こ
と
の
で
き
る
具
体
例
で
は
、
五

十
年
の
隔
た
り
を
置
い
て
、
独
身
者
の
暮
ら
し
に
お
い
て
ほ
ぼ
同
程
度
の
生
活
出
費
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
先
の
ギ
ラ
ー
ル
の
著

書
の
中
に
、
一
八
七
〇
年
頃
ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
の
レ
ス
ヌ
ヴ
ァ
ン
に
赴
任
し
た
あ
る
コ
レ
ー
ジ
ュ
教
師
の
生
活
が
載
っ
て
い
る
が
、
こ

の
教
師
は
、
赴
任
先
で
、
非
常
に
お
い
し
い
昼
夜
の

、
、
、
定
食
が
月
額
三
十
フ
ラ
ン
で
食
べ
ら
れ
る
こ
と
に
大
満
足
し
て
い
る
一
三

。
さ
て
、

そ
れ
よ
り
約
五
十
年
前
の
一
八
一
九
年
、
『
ゴ
リ
オ
爺
さ
ん
』
の
ヴ
ォ
ケ
ー
館
で
は
、
ヴ
ォ
ケ
ー
夫
人
が
「
学
生
は
パ
ン
を
食
べ
す
ぎ

る
」
と
嘆
き
つ
つ
、
通
い
学
生
の
夕
食
の

、
、
、
契
約
を
、
ま
っ
た
く
同
じ
三
十
フ
ラ
ン
で
結
ん
で
い
る
一
四

。
パ
リ
と
地
方
の
違
い
を
考
慮

に
入
れ
る
な
ら
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
時
代
も
ゾ
ラ
の
時
代
も
、
物
価
に
大
き
な
較
差
は
見
ら
れ
ず
、
一
フ
ラ
ン
の
価
値
は
あ
ま
り
変
わ

っ
て
い
な
い
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
も
あ
れ
、
数
値
の
上
で
も
、
世
紀
末
二
十
年
間
と
百
日
天
下
ま
で
の
時
期
を
除
け
ば
、

物
価
変
動
は
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
の
幅
に
収
ま
っ
て
お
り
、
『
人
間
喜
劇
』
の
主
要
作
品
の
物
語
が
展
開
す
る
時
代
か
ら
『
ル
ゴ

ン
・
マ
ッ
カ
ー
ル
叢
書
』
の
時
代
ま
で
、
物
価
は
き
わ
め
て
安
定
し
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
一
五

。
ま
た
、
一
九
〇
〇
年
か
ら

一
九
〇
四
年
の
間
の
最
も
物
価
の
安
い
時
期
と
一
八
一
〇
年
か
ら
一
四
年
の
間
の
最
も
物
価
の
高
い
時
期
と
を
比
較
し
て
も
、
こ
の

最
低
と
最
高
の
差
は
一
、
八
三
倍
で
し
か
な
い
。
十
九
世
紀
全
体
と
し
て
は
、
大
変
安
定
し
て
い
た
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。 

と
も
あ
れ
、
統
計
で
見
る
限
り
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
生
活
は
、
全
体
と
し
て
、
所
得
が
増
大
し
、
物
価
が
下
が
っ
て
、
確
実
に
豊
か

に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
資
本
主
義
の
発
展
は
、
貧
富
の
差
の
拡
大
も
生
じ
さ
せ
る
。
一
握
り
の
上
層
の
人
々
が
社
会
の
富
の
大

部
分
を
独
占
す
る
の
が
資
本
主
義
社
会
の
常
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
に
と
っ
て
は
、
一
フ
ラ
ン
の
価
値
は
一
昔
前
よ
り
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で
は
、
次
に
、
な
ぜ
、
若
干
の
物
価
変
動
は
あ
っ
た
も
の
の
、
十
九
世
紀
全
般
に
わ
た
っ
て
通
貨
価
値
が
安
定
し
て
い
ら
れ
た
の

だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
一
八
〇
三
年
四
月
七
日
か
ら
一
九
一
四
年
八
月
五
日
ま
で
、
フ
ラ
ン
ス
が
金
銀
複
本
位
制b

im
étallism

e

を

と
り
、
そ
の
通
貨
体
制
を
堅
持
し
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。 

 

フ
ラ
ン
ス
革
命
期
は
、
通
貨
に
と
っ
て
も
、
混
乱
と
革
新
の
時
代
で
あ
っ
た
。
革
命
政
府
は
、
革
命
戦
争
を
戦
い
抜
く
た
め
に
、

ア
ッ
シ
ニ
ャ
紙
幣
を
乱
発
し
て
貨
幣
経
済
を
大
混
乱
さ
せ
た
が
、
そ
の
混
乱
と
は
無
縁
に
不
変
の
価
値
を
発
揮
し
続
け
た
ア
ン
シ
ャ

ン
レ
ジ
ー
ム
の
貴
金
属
貨
の
方
も
、
二
十
進
法
や
十
二
進
法
の
複
雑
な
単
位
構
成
を
持
つ
と
い
う
大
き
な
欠
陥
を
有
し
て
い
た
一
七

。

そ
の
た
め
、
革
命
末
期
、
通
貨
に
は
二
重
の
意
味
で
、
抜
本
的
な
改
革
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

は
る
か
に
低
く
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
最
下
層
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
所
得
が
た
と
え
百
年
前
と
較
べ
て
二
、
五
倍
に
な
っ

た
と
し
て
も
、
動
物
の
よ
う
な
劣
悪
な
生
活
か
ら
一
六

、
大
変
貧
し
い
生
活
程
度
へ
改
善
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
平
役
人
を
例
に

中
層
の
人
々
の
所
得
を
見
れ
ば
、
先
の
よ
う
に
、
は
じ
め
か
ら
か
な
り
低
い
俸
給
で
、
そ
れ
が
少
な
く
と
も
七
三
年
ま
で
は
二
割
も

増
大
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
そ
の
後
、
工
場
労
働
者
並
み
に
二
十
七
パ
ー
セ
ン
ト
も
の
上
昇
が
あ
っ
た
と

し
て
も
、
彼
ら
に
と
っ
て
、
消
費
生
活
の
広
が
り
を
考
え
れ
ば
、
一
フ
ラ
ン
の
価
値
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
た
実
感
は
な
か
っ
た
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。
総
じ
て
、
十
九
世
紀
の
一
般
フ
ラ
ン
ス
人
に
お
い
て
は
、
一
世
紀
間
を
通
じ
て
、
一
フ
ラ
ン
の
価
値
に
ほ
と
ん

ど
変
化
は
な
か
っ
た
、
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

    

通
貨
安
定
の
理
由 
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フ
ラ
ン
に
よ
る
新
し
い
通
貨
制
度
を
確
固
た
る
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
金
貨
に
つ
い
て
の
基
準
も
必
要
で
あ
る
、
そ
う
最
終
判

断
を
下
し
た
の
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
で
あ
っ
た
。
一
八
〇
三
年
四
月
七
日
、
百
年
以
上
に
わ
た
っ
て
フ
ラ
ン
ス
に
通
貨
の
安
定
を
も
た

ら
す
ジ
ェ
ル
ミ
ナ
ル
法
（L

o
i d

u
 17 G

erm
in

al A
n

 X
I

）
が
第
一
統
領
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
法
は
、
金
と
銀
と
の
価
値
の

比
率
、
つ
ま
り
交
換
率
を
、
ほ
ぼ
当
時
の
金
銀
の
市
場
取
引
価
格
に
従
っ
て
、
一
対
十
五
、
五
と
定
め
、
一
フ
ラ
ン
は
純
金
〇
、
二

九
（
正
確
に
は
〇
、
二
九
〇
三
二
）
グ
ラ
ム
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
基
準
に
従
っ
て
、
同
年
よ
り
次
の
七
種
類
の
金
貨
、

銀
貨
の
鋳
造
が
始
め
ら
れ
た
。
（
次
頁
別
表
④
参
照
） 

 

金
銀
複
本
位
制
に
お
い
て
は
、
カ
ネ
は
ま
さ
に
金
か
銀
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
信
用
力
は
絶
大
で
あ
る
が
、
そ
の
反
面
、

金
と
銀
の
保
有
量
と
い
う
物
理
的
制
限
が
あ
っ
た
。
世
紀
前
半
、
概
し
て
貨
幣
は
経
済
規
模
に
比
し
て
不
足
気
味
で
あ
っ
た
。 

そ
こ
で
、
一
七
九
五
年
テ
ル
ミ
ド
ー
ル
法
（L

o
i d

u
 2

8
 T

h
erm

id
o

r A
n

 III

）
が
発
布
さ
れ
、
こ
の
法
に
よ
っ
て
登
場
す
る
こ
と

に
な
っ
た
の
が
、
十
進
法
の
フ
ラ
ン
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
は
こ
の
と
き
、
一
フ
ラ
ン
純
銀
四
、
五
グ
ラ
ム
と
規
定
さ
れ
、
純
度
〇
、

九
で
五
グ
ラ
ム
の
重
さ
の
一
フ
ラ
ン
銀
貨
が
、
翌
年
か
ら
鋳
造
さ
れ
た
。
新
た
に
誕
生
し
た
こ
の
通
貨
フ
ラ
ン
は
、
ま
さ
に
銀
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
、
国
家
が
強
制
す
る
運
用
貨
幣
と
い
う
よ
り
、
銀
そ
の
も
の
な
の
で
あ
り
、
銀
貨
の
銀
含
有
量
が
減
ら
な
い
限
り
、

ま
た
市
場
の
銀
価
格
が
暴
落
し
な
い
限
り
、
絶
大
な
信
用
力
を
持
ち
う
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
と
き
、
こ
の
法
に
は
も

う
一
つ
の
最
も
重
要
な
貴
金
属
貨
、
金
貨
に
つ
い
て
、
何
も
決
定
が
な
さ
れ
ず
、
ア
ン
シ
ャ
ン
レ
ジ
ー
ム
の
ル
イ
金
貨
は
、
そ
の
ま

ま
流
通
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。 

こ
れ
ら
の
貨
幣
は
、
『
人
間
喜
劇
』
の
主
要
な
時
期
（
世
紀
前
半
）
に
関
し
て
だ
け
言
え
ば
、
図
柄
を
除
い
て
何
も
変
更
す
る
こ
と

な
く
作
ら
れ
続
け
、
流
通
し
た
。
同
じ
純
度
、
同
じ
重
さ
、
同
じ
純
金
銀
の
含
有
量
で
、
律
儀
に
表
の
レ
リ
ー
フ
だ
け
、
時
の
最
高

権
力
者
が
変
わ
る
と
直
ち
に
そ
の
横
顔
に
替
え
て
造
幣
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
現
在
、
七
種
類
す
べ
て
の
貨
幣
に
つ
い
て
、
ナ
ポ

レ
オ
ン
、
ル
イ
十
八
世
、
シ
ャ
ル
ル
十
世
、
ル
イ
＝
フ
ィ
リ
ッ
プ
の
横
顔
の
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
。
（
巻
末
別
表
⑤
） 
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ま
た
、
も
う
一
つ
、
金
銀
複
本
位
制
に
は
障
害
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
市
場
で
金
と
銀
と
の
間
に
こ
れ
ま
で
以
上
の
価
値
の
隔
た

り
が
生
ま
れ
た
場
合
、
混
乱
が
生
じ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
事
実
、
一
八
四
八
年
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
で
、
一
八
五
一
年
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
で
金
鉱
が
発
見
さ
れ
、
大
規
模
な
ゴ
ー
ル
ド
ラ
ッ
シ
ュ
が
起
こ
る
と
、
金
の
価
格
は
徐
々
に
下
落
を
始
め
、
相
対
的
に
銀
の
価
値

が
上
昇
し
た
。
こ
の
た
め
、
フ
ラ
ン
ス
以
外
の
国
で
は
銀
の
純
度
を
落
と
す
銀
貨
の
改
鋳
が
行
わ
れ
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
は
ジ
ェ
ル
ミ

ナ
ル
フ
ラ
ン
体
制
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
フ
ラ
ン
ス
の
銀
貨
は
大
量
に
国
外
に
流
出
す
る
こ
と
に
な
り
、
フ
ラ
ン
ス

国
内
で
は
銀
貨
の
不
足
と
、
そ
れ
を
造
幣
し
流
出
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
国
家
的
損
出
が
問
題
化
し
始
め
た
。
こ
の
た
め
、

             

別表④  

 

四
〇
フ
ラ
ン
金
貨 

二
〇
フ
ラ
ン
金
貨 

五
フ
ラ
ン
銀
貨 

二
フ
ラ
ン
銀
貨 

一
フ
ラ
ン
銀
貨 

二
分
の
一
フ
ラ
ン
銀
貨
（
五
〇
サ
ン
チ
ー
ム
、
一
〇
ス
ー
） 

四
分
の
一
フ
ラ
ン
銀
貨
（
二
五
サ
ン
チ
ー
ム
、
五
ス
ー
） 

種 

類 

〇
、
九 

〇
、
九 

〇
、
九 

〇
、
九 

〇
、
九 

〇
、
九 

〇
、
九 

純 

度 

一
三
ｇ 

六
、
五
ｇ 

二
五
ｇ 

一
〇
ｇ 

五
ｇ 

二
、
五
ｇ 

一
、
二
五
ｇ 

重 

さ 

純 純 純 純 純 純 純

金
一
一
、
七
ｇ 

金
五
、
八
五
ｇ 

銀
二
二
、
五
ｇ 

銀
九
ｇ 

銀
四
、
五
ｇ 

銀
二
、
二
五
ｇ 

銀
一
、
一
二
五
ｇ 

含 

有 

量 
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時
の
権
力
者
ル
イ
＝
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
、
ベ
ル
ギ
ー
と
ス
イ
ス
、
後
に
イ
タ
リ
ア
と
ギ
リ
シ
ャ
を
誘
っ
て
、
通
貨
の
統
一
基
準
を
作
る

こ
と
を
提
案
し
、
一
八
六
五
年
十
二
月
二
十
三
日
「
ラ
テ
ン
通
貨
同
盟
」
と
呼
ば
れ
る
共
通
基
準
通
貨
体
制
を
築
く
こ
と
に
成
功
す

る
。
こ
の
同
盟
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
二
フ
ラ
ン
以
下
の
銀
貨
の
純
度
を
〇
、
九
か
ら
〇
、
八
三
五
に
落
と
す
こ
と
を
余
儀
な

く
さ
れ
、
初
め
て
ジ
ェ
ル
ミ
ナ
ル
法
の
通
貨
体
制
に
一
部
変
更
が
加
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
代
償
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス

の
金
銀
複
本
位
制
は
危
機
を
脱
し
、
そ
の
後
逆
に
銀
価
格
が
下
落
す
る
と
い
っ
た
い
く
つ
か
小
さ
な
波
乱
は
あ
っ
た
も
の
の
、
総
じ

て
、
第
一
次
世
界
大
戦
ま
で
フ
ラ
ン
は
安
定
を
続
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
で
、
紙
幣
に
関
し
て
は
ど
う
で
あ
る
の
か
。
一
七
九
六
年
に
最
初
の
フ
ラ
ン
銀
貨
が
鋳
造
さ
れ
た
の
に
続
い
て
、
一
八
〇

〇
年
一
月
十
八
日
フ
ラ
ン
ス
銀
行
が
創
設
さ
れ
る
と
、
す
ぐ
に
二
種
類
の
フ
ラ
ン
紙
幣
が
発
行
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
額
面

は
五
百
フ
ラ
ン
と
千
フ
ラ
ン
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
庶
民
の
中
に
は
、
一
度
も
紙
幣
を
見
た
こ
と
が
な
い
者
が
相
当
数
い
た
で
あ
ろ
う
。

五
百
フ
ラ
ン
、
千
フ
ラ
ン
と
い
う
金
額
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
だ
い
た
い
庶
民
の
年
収
に
相
当
す
る
額
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
簡
単

に
紙
幣
を
手
に
す
る
こ
と
も
目
に
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
て
当
然
な
の
で
あ
る
。
実
際
、
今
回
細
か
く
読
み
直
し
た
『
ゴ
リ
オ
爺
さ

ん
』
で
は
、
五
百
フ
ラ
ン
札
は
一
度
も
出
ず
、
千
フ
ラ
ン
札
が
四
回
出
て
く
る
が
、
そ
れ
は
特
別
な
状
況
に
お
い
て
で
あ
る
一
八

。
ま

ず
初
め
て
紙
幣
と
い
う
名
詞
が
現
れ
る
の
は
、
ヴ
ォ
ー
ト
ラ
ン
が
社
会
の
不
公
平
を
告
発
す
る
た
と
え
話
の
中
で
で
あ
る
。
物
語
上

の
現
実
で
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
は
な
い
も
の
と
し
て
一
回
差
し
引
い
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
物
語
の
中
で
は
、
ラ
ス
テ
ィ
ニ
ャ

ッ
ク
が
デ
ル
フ
ィ
ー
ヌ
の
金
を
ル
ー
レ
ッ
ト
に
賭
け
て
大
勝
ち
し
、
そ
の
賞
金
七
〇
〇
〇
フ
ラ
ン
を
手
に
す
る
と
き
使
わ
れ
る
。
こ

の
七
枚
の
千
フ
ラ
ン
紙
幣
は
デ
ル
フ
ィ
ー
ヌ
に
渡
さ
れ
、
彼
女
は
そ
の
中
か
ら
一
枚
を
ラ
ス
テ
ィ
ニ
ャ
ッ
ク
に
与
え
る
が
、
そ
れ
が

別
の
重
要
な
場
面
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
、
三
度
目
の
千
フ
ラ
ン
札
の
登
場
と
な
る
。
さ
ら
に
も
う
一
度
、
ゴ
リ
オ
が
、
ア

ナ
ス
タ
ジ
ー
の
必
要
と
す
る
千
フ
ラ
ン
を
調
達
す
る
中
で
出
て
く
る
。
ゴ
リ
オ
は
、
娘
の
た
め
に
、
僅
か
に
残
さ
れ
た
財
産
で
あ
る

思
い
出
の
銀
食
器
を
売
り
、
ア
ク
セ
サ
リ
ー
の
留
め
金
を
売
り
、
さ
ら
に
不
足
す
る
分
を
年
金
証
書
を
担
保
に
ゴ
プ
セ
ッ
ク
か
ら
借
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余
談
に
な
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
で
紙
幣
が
一
般
化
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
一
八
四
八
年
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、

実
は
、
そ
れ
ま
で
紙
幣
は
フ
ラ
ン
ス
銀
行
の
独
占
で
は
な
か
っ
た
。
紙
幣
は
一
般
的
な
交
換
の
中
核
に
全
然
君
臨
し
て
お
ら
ず
、
そ

れ
は
、
い
わ
ば
換
金
時
期
が
自
由
な
小
切
手
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
か
ら
、
も
し
銀
行
が
発
行
に
確
た
る
責
任
を
負
う
こ
と
が
で

き
る
な
ら
ば
、
そ
の
銀
行
独
自
の
紙
幣
の
発
行
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
具
体
的
に
は
、
発
券
総
額
と
預
金
額
と
を
合
わ
せ
た
額
の
三

金
す
る
。
こ
う
し
て
、
よ
う
や
く
必
要
な
金
を
工
面
す
る
が
、
そ
の
と
き
手
に
し
た
の
が
千
フ
ラ
ン
札
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
千

フ
ラ
ン
札
が
現
れ
る
の
は
、
一
般
人
に
は
お
よ
そ
縁
の
な
さ
そ
う
な
状
況
で
あ
る
。
賭
博
場
に
し
ろ
、
『
ラ
ブ
イ
ユ
ー
ズ
』
の
フ
ィ
リ

ッ
プ
・
ブ
リ
ド
ー
が
賭
け
た
り
儲
け
た
り
す
る
の
は
金
貨
銀
貨
で
あ
っ
て
紙
幣
で
は
な
い
。
紙
幣
は
、
貴
族
の
特
殊
な
世
界
か
大
ブ

ル
ジ
ョ
ワ
の
世
界
で
流
通
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
紙
幣
は
大
変
ス
マ
ー
ト
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
も

し
ラ
ス
テ
ィ
ニ
ャ
ッ
ク
が
、
七
千
フ
ラ
ン
の
賞
金
を
金
貨
で
受
け
取
っ
た
ら
、
そ
の
重
さ
は
二
キ
ロ
以
上
に
な
る
（
二
、
二
七
五
キ

ロ
）
。
貴
族
が
エ
レ
ガ
ン
ト
に
遊
ぶ
に
は
、
当
然
重
過
ぎ
て
不
都
合
で
あ
る
。
ま
た
、
商
人
が
多
額
の
決
済
を
す
る
際
に
も
、
貨
幣
は

不
便
で
あ
ろ
う
。
紙
幣
は
、
当
時
、
そ
う
い
う
用
途
で
の
み
使
わ
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
百
科
事
典
ユ
ニ
ヴ
ェ
ル
サ
リ
ス
の
「
フ
ラ
ン

ス
・
フ
ラ
ンfran

c fran
çais

」
の
項
目
に
よ
れ
ば
、
一
八
一
四
年
の
通
貨
総
額
は
二
十
億
四
百
万
フ
ラ
ン
で
、
そ
の
う
ち
紙
幣
が
占

め
る
割
合
は
わ
ず
か
〇
、
二
パ
ー
セ
ン
ト
の
四
百
万
フ
ラ
ン
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
千
フ
ラ
ン
札
の
枚
数
に
し
て
四
万
枚
に
し
か
な
ら

な
い
。
こ
の
四
万
枚
と
は
、
一
万
円
札
な
ら
四
億
円
に
し
か
な
ら
な
い
枚
数
で
あ
る
。
当
時
、
通
貨
の
九
九
、
八
パ
ー
セ
ン
ト
が
貨

幣
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
経
済
規
模
が
大
き
く
な
る
に
従
っ
て
、
紙
幣
の
割
合
は
徐
々
に
増
大
す
る
。

『
人
間
喜
劇
』
に
は
も
う
語
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
が
一
九

、
一
八
四
七
年
に
は
、
通
貨
総
額
の
五
、
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
預
金
を
除
け
ば
、

通
貨
総
額
の
約
六
、
二
パ
ー
セ
ン
ト
に
あ
た
る
二
億
五
千
万
フ
ラ
ン
が
紙
幣
に
な
っ
て
い
る
。
（
こ
の
と
き
通
貨
総
額
は
四
十
四
億
五

千
万
フ
ラ
ン
。
）
し
か
し
、
額
面
は
変
わ
っ
て
い
な
い
か
ら
、
紙
幣
の
役
割
は
や
は
り
一
般
人
に
と
っ
て
は
無
に
等
し
い
。
少
な
く
と

も
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
時
代
は
、
文
字
通
り
カ
ネ
は
金
銀

か

ね

だ
っ
た
の
で
あ
る
。 
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分
の
一
を
常
に
金
銀
で
準
備
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
発
券
銀
行
に
な
り
得
た
の
で
あ
る
。
一
八
一
七
年
か
ら
一
八
三
八
年
の
間
に
、

フ
ラ
ン
ス
の
各
地
で
九
行
の
発
券
銀
行
が
創
設
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
発
行
紙
幣
総
額
は
、
フ
ラ
ン
ス
銀
行
券
総
額
の
四
〇
パ
ー

セ
ン
ト
に
ま
で
及
ん
で
い
た
。
こ
の
状
態
に
終
止
符
が
打
た
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
産
業
規
模
が
拡
大
し
、
物
資
の
流
通
が
広

く
活
発
に
な
る
に
つ
れ
て
、
様
々
な
紙
幣
の
存
在
が
多
く
の
弊
害
を
生
む
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
第
二
共
和
制
政

府
は
、
円
滑
な
紙
幣
流
通
の
た
め
に
、
一
八
四
八
年
四
月
か
ら
五
月
の
間
に
、
こ
れ
ら
の
銀
行
を
次
々
に
フ
ラ
ン
ス
銀
行
と
統
合
さ

せ
、
発
行
紙
幣
を
一
本
化
す
る
こ
と
に
決
め
た
。
こ
う
し
て
フ
ラ
ン
ス
銀
行
が
唯
一
の
発
券
銀
行
と
な
り
、
フ
ラ
ン
ス
銀
行
券
が
強

制
運
用
力
の
あ
る
法
定
通
貨
と
な
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
銀
行
は
、
紙
幣
の
流
通
拡
大
を
図
る
た
め
、
こ
の
改
編
と
同
時
並
行
し
て
百
フ

ラ
ン
札
の
発
行
（
四
八
年
）
を
開
始
し
、
七
一
年
に
は
五
フ
ラ
ン
札
も
発
行
し
た
。
そ
の
結
果
、
世
紀
末
の
一
八
九
五
年
に
は
、
フ

ラ
ン
ス
に
お
け
る
紙
幣
の
流
通
量
は
三
十
五
億
フ
ラ
ン
と
な
り
、
貨
幣
の
流
通
量
五
十
五
億
フ
ラ
ン
に
だ
い
ぶ
近
づ
く
よ
う
に
な
っ

た
。
世
紀
末
、
世
紀
中
葉
の
銀
行
改
編
前
（
一
八
四
七
年
）
と
較
べ
れ
ば
、
紙
幣
の
占
め
る
割
合
は
六
倍
以
上
に
躍
進
し
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
な
お
、
二
十
世
紀
の
初
め
ま
で
、
紙
幣
が
貨
幣
の
流
通
量
を
越
え
る
こ
と
は
お
ろ
か
、
通
貨
総
額

の
四
割
に
届
く
こ
と
も
な
か
っ
た
。
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
ま
で
の
フ
ラ
ン
ス
人
に
と
っ
て
、
カ
ネ
は
、
や
は
り
、
ま
ず
第

一
に
金
銀

か

ね

で
あ
っ
て
、
紙
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
カ
ネ
と
は
ま
さ
に
金
で
あ
り
銀
で
あ
っ
た
た
め
に
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
時
代
ば
か
り
で

な
く
十
九
世
紀
全
体
を
通
し
て
、
通
貨
が
安
定
を
保
ち
、
一
フ
ラ
ン
の
価
値
は
世
紀
初
頭
も
世
紀
末
も
さ
ほ
ど
大
き
な
隔
た
り
が
な

一
フ
ラ
ン
は
何
円
か 
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さ
て
、
こ
れ
を
見
た
か
ら
と
い
っ
て
、
一
フ
ラ
ン
が
何
円
く
ら
い
か
簡
単
に
決
め
ら
れ
よ
う
は
ず
は
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
を
五
百

円
と
す
れ
ば
、
い
か
に
も
少
な
す
ぎ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
常
識
か
ら
相
当
外
れ
て
し
ま
う
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。
平
役
人
の
月
給

が
五
万
円
で
、
パ
リ
で
五
人
と
い
な
い
超
一
流
弁
護
士
の
年
収
が
二
千
五
百
万
円
、
貧
乏
貴
族
と
は
い
え
ラ
ス
テ
ィ
ニ
ャ
ッ
ク
家
の

ウ
ー
ジ
ェ
ー
ヌ
を
除
い
た
両
親
、
二
人
の
弟
、
二
人
の
妹
と
伯
母
の
一
家
七
人
が
、
家
計
総
支
出
月
十
万
円
以
下
で
暮
ら
し
て
い
る
、

な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
歴
史
的
事
実
に
も
照
ら
し
て
お
け
ば
、
一
八
三
一
年
四
月
十
九
日
、
選
挙
法
の
改
正
が

行
わ
れ
て
、
被
選
挙
権
が
直
接
税
千
フ
ラ
ン
か
ら
半
額
の
五
百
フ
ラ
ン
に
引
き
下
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
年
収
ど
の
く
ら
い
に

相
当
す
る
か
と
い
え
ば
、
山
川
出
版
『
フ
ラ
ン
ス
史
』
第
二
巻
に
よ
れ
ば
、
二
千
五
百
か
ら
五
千
フ
ラ
ン
（
四
八
一
頁
）
で
あ
る
と

い
う
二
〇

。
ま
た
、
そ
の
数
が
ど
れ
く
ら
い
な
の
か
、
フ
ラ
ン
ス
国
民
議
会A

ssem
b

lée N
atio

n
ale

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
れ
ば
、

七
万
人
以
下
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
被
選
挙
権
を
持
っ
て
い
た
人
間
は
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
全
人
口
（
三
、
二
五
〇
万

人
）
の
約
〇
、
二
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
も
し
一
フ
ラ
ン
五
百
円
な
ら
、
後
者
を
と
っ
て
も
一
フ
ラ
ン
五
百
円
に
お
け

る
年
収
二
百
五
十
万
円
以
上
の
人
は
、
千
人
に
二
人
し
か
お
ら
ず
、
残
り
九
十
九
、
八
パ
ー
セ
ン
ト
の
人
は
そ
れ
以
下
の
収
入
で
暮

ら
し
を
立
て
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
数
字
は
、
当
時
の
暮
ら
し
を
想
像
す
る
際
、
障
害
に
な
っ
て
も
、
参
考
に
な
る
こ
と
は
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
二
〇
〇
二
年
度
に
お
け
る
日
本
人
の
平
均
年
収
は
四
百
四
十
七
万
八
千
円
で
あ
る
か
ら
二
一

、
一
フ
ラ
ン
を
千

円
と
し
た
額
で
も
、
な
お
か
な
り
少
な
く
、
二
十
数
年
前
か
ら
私
は
一
フ
ラ
ン
を
千
円
と
し
て
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
際
、
こ

の
二
十
年
以
上
に
わ
た
る
物
価
上
昇
率
を
加
味
し
て
、
一
フ
ラ
ン
二
千
円
（
つ
ま
り
四
倍
）
と
し
た
ほ
う
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
と

さ
え
思
う
。
実
際
、
Ｉ
Ｎ
Ｓ
Ｅ
Ｅ
が
現
代
と
の
比
較
に
選
ん
だ
一
八
四
〇
年
に
お
い
て
、
物
価
は
右
の
中
段
の
と
お
り
で
あ
る
が
二
二

、

か
っ
た
。
で
は
、
こ
の
一
フ
ラ
ン
は
現
在
の
日
本
円
だ
と
い
く
ら
く
ら
い
と
考
え
れ
ば
い
い
の
か
。
そ
れ
を
検
討
す
る
た
め
に
、
こ

こ
で
は
『
ゴ
リ
オ
爺
さ
ん
』
に
現
れ
る
主
な
金
の
記
述
を
、
一
フ
ラ
ン
五
百
円
と
千
円
の
換
算
で
示
し
な
が
ら
、
一
覧
表
に
し
て
み

た
。
（
巻
末
参
照
） 
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そ
れ
を
現
代
売
ら
れ
て
い
る
一
般
的
数
量
割
合
に
直
し
、
一
フ
ラ
ン
二
千
円
で
計
算
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
数
字
に
な
る
。 

                  

ド
ア
の
掛
け
金 

ク
ル
ト
ン
織
（
厚
手
プ

リ
ン
ト
布
地
） 

イ
ン
ド
製
布
地 

部
屋
靴
（
ス
リ
ッ
パ
） 

柄
付
箒 

バ
タ
ー 

ブ
ラ
ン
デ
ー 

砂
糖 

ジ
ャ
ガ
イ
モ 

豚
肉 

赤
ワ
イ
ン 

品 

目 

一
個
、
一
、
一
フ
ラ
ン 

一
メ
ー
ト
ル
、
二
、
二
五
フ
ラ
ン 

一
メ
ー
ト
ル
、
一
、
一
フ
ラ
ン 

二
足
、
三
、
二
五
フ
ラ
ン 

一
本
、
〇
、
九
五
フ
ラ
ン 

五
百
グ
ラ
ム
、
一
フ
ラ
ン 

一
リ
ッ
ト
ル
、
一
フ
ラ
ン 

一
キ
ロ
、
一
、
一
フ
ラ
ン 

百
キ
ロ
、
八
フ
ラ
ン 

三
十
キ
ロ
、
三
十
フ
ラ
ン 

百
リ
ッ
ト
ル
、
十
フ
ラ
ン 

一
八
四
〇
年
の
値
段 

一
個
、
二
千
二
百
円 

一
メ
ー
ト
ル
、
四
千
五
百
円 

一
メ
ー
ト
ル
、
二
千
二
百
円 

一
足
、
三
千
二
百
五
十
円 

一
本
、
千
九
百
円 

百
グ
ラ
ム
、
四
百
円 

一
本
（
七
五
〇
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
）
、
千
五
百
円 

一
キ
ロ
、
二
千
二
百
円 

一
キ
ロ
、
百
六
十
円 

百
グ
ラ
ム
、
二
百
円 

一
本
（
七
五
〇
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
）
、
百
五
十
円 

現
代
の
標
準
量
で
、
一
フ
ラ
ン
二
千
円
と
し
た
場
合
の
値
段 

 ― 19 ―



こ
う
し
て
示
し
た
値
段
は
、
豚
肉
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
、
ブ
ラ
ン
デ
ー
に
関
し
て
は
、
お
お
む
ね
近
所
の
商
店
の
値
付
け
と
さ
ほ
ど
変

わ
り
な
い
が
、
赤
ワ
イ
ン
は
大
変
安
く
、
バ
タ
ー
は
か
な
り
高
く
、
砂
糖
は
、
現
代
の
基
準
か
ら
す
れ
ば
異
常
に
高
い
と
言
い
う
る

二
三

。
ま
た
、
現
代
で
は
安
価
で
豊
富
な
工
業
製
品
の
布
地
な
ど
も
、
や
は
り
か
な
り
高
い
。
し
か
し
、
両
極
を
除
外
し
て
全
体
と
し

て
見
れ
ば
、
少
々
高
い
か
な
と
感
じ
さ
せ
る
も
の
の
現
実
離
れ
し
た
数
字
で
は
な
く
、
高
級
住
宅
街
の
ス
ー
パ
ー
の
無
添
加
安
全
食

品
や
プ
チ
・
ブ
ラ
ン
ド
品
と
思
え
ば
十
分
納
得
で
き
る
値
段
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。 

こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
一
フ
ラ
ン
五
百
円
と
い
う
計
算
は
、
ま
っ
た
く
説
得
力
を
持
た
な
い
。
勿
論
、
当
時
は
、
多
く
の
フ
ラ

ン
ス
人
に
と
っ
て
、
ち
ゃ
ん
と
食
べ
て
ゆ
く
こ
と
が
生
き
る
こ
と
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
物
そ
の
も
の
が
大
変
少
な
く
、
贅
沢
品

と
必
需
品
と
の
差
も
き
わ
め
て
大
き
な
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
諸
々
の
時
代
状
況
の
違
い
を
頭
に
置
い
て
も
、
当
時

の
社
会
を
想
像
す
る
際
、
や
は
り
一
フ
ラ
ン
五
百
円
と
い
う
計
算
で
は
、
小
説
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
損
な
わ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
額
で

は
、
あ
ち
こ
ち
で
「
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
よ
」
と
い
う
内
心
の
声
が
、
思
わ
ず
知
ら
ず
発
せ
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
Ｉ
Ｎ
Ｓ
Ｅ

Ｅ
が
、
誠
実
に
算
定
を
行
っ
た
こ
と
は
微
塵
も
疑
わ
な
い
が
、
そ
の
結
果
が
妥
当
で
あ
る
と
は
信
じ
ら
れ
な
い
。
私
は
、
こ
れ
が
ど

さ
ら
に
、
こ
の
一
八
四
〇
年
頃
の
一
般
労
働
者
の
賃
金
を
見
る
た
め
に
、
ラ
ル
ー
ス
社
の
『
図
版
フ
ラ
ン
ス
史
』
第
十
一
巻
を
参

照
し
て
み
る
と
、
こ
の
当
時
、
特
別
な
技
能
を
も
た
な
い
男
性
労
働
者
の
一
日
の
賃
金
は
、
二
フ
ラ
ン
か
ら
三
フ
ラ
ン
、
女
性
労
働

者
の
賃
金
は
一
フ
ラ
ン
以
下
、
子
供
の
賃
金
は
約
五
十
サ
ン
チ
ー
ム
で
あ
っ
た
。
つ
い
で
に
、
そ
こ
に
同
じ
く
記
さ
れ
て
い
る
パ
ン

の
値
段
も
見
て
お
け
ば
、
一
リ
ー
ヴ
ル
（
五
百
グ
ラ
ム
）
十
サ
ン
チ
ー
ム
（
〇
、
一
フ
ラ
ン
）
と
な
っ
て
い
る
二
四

。
こ
れ
を
さ
き
ほ

ど
と
同
様
に
一
フ
ラ
ン
二
千
円
で
計
算
す
れ
ば
、
男
性
労
働
者
の
日
給
四
千
円
か
ら
六
千
円
、
女
性
労
働
者
の
日
給
二
千
円
以
下
、

小
人
労
働
者
の
日
給
千
円
、
パ
ン
は
バ
ゲ
ッ
ト
一
本
（
二
五
〇
ｇ
）
が
百
円
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
労
賃
は
一
フ
ラ
ン
二
千
円
で

計
算
し
て
も
、
現
代
の
基
準
か
ら
は
ま
だ
ま
だ
安
く
、
パ
ン
は
現
在
だ
い
た
い
バ
ゲ
ッ
ト
一
本
〇
、
七
〜
一
ユ
ー
ロ
、
約
九
十
五
〜

百
四
十
円
二
五

で
あ
る
か
ら
、
ほ
ぼ
同
じ
と
言
い
得
よ
う
。 
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こ
れ
は
、
つ
ま
り
、
昔
の
金
が
い
く
ら
か
は
、
何
を
比
較
の
基
準
に
取
る
か
に
よ
っ
て
ま
っ
た
く
違
う
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
。
た
と
え
、
様
々
な
要
素
を
組
み
合
わ
せ
る
に
し
ろ
、
現
代
と
昔
の
貨
幣
価
値
を
正
確
に
比
較
す
る
た
め
の
材
料
の
組
み
合

の
よ
う
な
計
算
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
の
か
、
ま
っ
た
く
見
当
が
つ
か
な
い
が
、
現
在
金
の
国
際
取
引
価
格
が
一
グ
ラ
ム
千
五
百
円
前

後
で
あ
り
、
こ
れ
に
当
時
の
一
フ
ラ
ン
は
純
金
約
〇
、
二
九
ｇ
と
い
う
数
値
を
か
け
れ
ば
、
五
百
円
に
近
い
四
百
三
十
五
円
と
い
う

数
字
が
得
ら
れ
る
。
そ
れ
を
見
る
と
、
あ
る
い
は
算
定
の
重
要
な
要
素
に
、
ま
さ
に
カ
ネ
は
金
、
と
い
う
古
い
概
念
を
持
ち
込
ん
で

い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
い
が
ふ
と
頭
を
よ
ぎ
る
。 

「
米
価
を
比
較
の
基
準
に
お
い
た
場
合
、
現
在
の
約
四
万
円
、
そ
ば
の
代
金
を
基
準
に
お
い
た
場
合
、
十
二
万
か
ら
十
三
万
円
、

大
工
の
労
賃
を
基
準
に
お
い
た
場
合
、
三
十
万
か
ら
四
十
万
円
二
六

」 

も
と
よ
り
、
私
は
こ
こ
で
、
改
め
て
当
時
の
一
フ
ラ
ン
は
今
の
何
円
く
ら
い
に
あ
た
る
と
、
決
然
と
述
べ
る
意
図
も
な
け
れ
ば
、

自
信
も
な
い
。
し
か
し
、
大
変
影
響
力
の
あ
る
Ｉ
Ｎ
Ｓ
Ｅ
Ｅ
の
数
字
は
、
信
頼
に
足
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
け
は
言
い

得
る
と
思
う
。
確
か
な
こ
と
は
、
確
か
な
数
字
な
ど
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
か
。 

日
銀
は
、
そ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
中
で
、
江
戸
時
代
中
期
の
一
両
が
現
在
の
い
く
ら
く
ら
い
に
当
た
る
か
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。 

塩
梅
の
論
理 
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も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
も
こ
れ
も
、
ま
っ
た
く
科
学
性
の
な
い
話
で
あ
り
、
数
値
化
の
で
き
な
い
「
い
い
加
減
」

、
、
、
、
、
に
価
値
を
置
か
な
い

人
に
と
っ
て
は
、
い
ず
れ
も
愚
昧
な
理
屈
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
人
間
の
生
の
感
覚
に
お
け
る
限
り
、
正
し
い
論
理
と
は
、
要
す
る
に
、

「
い
い
加
減
」

、
、
、
、
、
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
実
は
、
解
明
不
能
な
ほ
ど
複
雑
に
大
規
模
に
構
築
さ
れ

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
つ
し
か
自
然
と
合
点
さ
れ
う
る
平
明
な
洗
練
性
を
持
ち
、
き
わ
め
て
柔
軟
で
相
対
的
で
受
容
性
に
富

む
論
理
な
の
で
あ
る
。
諸
先
生
が
念
頭
に
お
い
て
い
た
一
フ
ラ
ン
千
円
と
い
う
数
字
は
そ
う
い
う
論
理
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
た
に
ち

が
い
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
は
長
く
そ
の
上
に
安
住
す
る
こ
と
が
で
き
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
う
私
に
は
思

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
個
々
の
読
書
経
験
、
研
究
経
験
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
実
感
に
あ
う
額
を
、
あ

る
い
は
想
像
力
の
は
ば
た
き
を
妨
げ
な
い
額
を
、
勝
手
に
決
め
る
し
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
ま
っ

た
く
個
々
別
様
で
茫
洋
と
し
、
一
定
の
枠
組
み
な
ど
あ
り
え
な
い
で
は
な
い
か
、
と
い
え
ば
、
そ
う
で
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

私
の
知
る
限
り
、
成
熟
し
た
知
性
を
持
つ
常
識
人
の
生
活
実
感
や
経
験
値
に
は
さ
ほ
ど
大
き
な
隔
た
り
は
な
く
、
二
十
数
年
前
直
接

耳
に
し
た
り
、
そ
の
後
著
書
の
中
で
読
ん
だ
り
し
た
二
八

専
門
家
で
あ
る
と
同
時
に
生
活
人
で
あ
っ
た
諸
先
生
の
、
謂
わ
ば
い
い
加
減

、
、
、
、

な、
数
字
は
、
み
な
、
お
お
む
ね
千
円
く
ら
い
と
述
べ
て
い
た
し
、
中
年
に
至
っ
た
自
分
に
も
、
過
ぎ
去
っ
た
時
間
の
分
だ
け
千
円
を

若
干
大
き
く
し
て
や
れ
ば
、
往
時
の
そ
の
算
定
は
、
実
に
な
か
な
か
塩
梅
が
良
か
っ
た
と
感
じ
ら
れ
る
。
少
な
く
と
も
、
私
に
は
、

Ｉ
Ｎ
Ｓ
Ｅ
Ｅ
の
数
値
よ
り
、
諸
先
生
の
そ
の
い
い
加
減
な
、

、
、
、
、
、
、
言
い
方
を
変
え
る
な
ら
、
絶
妙
な
値
の
ほ
う
が
、
は
る
か
に
信
頼
に
足

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

わ
せ
な
ど
、
時
代
の
変
化
を
無
視
し
な
い
限
り
あ
り
え
な
い
、
科
学
性
の
あ
る
算
定
な
ど
ど
だ
い
望
み
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
Ｉ
Ｎ
Ｓ
Ｅ
Ｅ
の
他
の
研
究
員
が
、
算
定
材
料
を
別
様
に
組
み
合
わ
せ
て
独
自
の
判
断
を
下
し
た
な
ら
、
同

じ
研
究
所
が
四
倍
の
額
を
発
表
し
て
い
た
可
能
性
も
な
い
と
は
い
え
な
い
。
賃
金
を
比
較
の
基
準
と
す
れ
ば
、
実
際
、
簡
単
に
十
倍

に
も
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
二
七

。
そ
う
い
う
性
質
の
も
の
な
の
で
あ
る
。 

 ― 22 ―



わ
れ
る
の
で
あ
る
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書
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同
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ピ
エ
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掲
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十
三
頁
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一
五  

さ
ら
に
、
時
期
を
バ
ル
ザ
ッ
ク
が
小
説
家
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
七
月
王
政
期
に
限
れ
ば
、
物
価
変
動
は
、
最
大
で
も
わ
ず
か
三
、
三
パ

二 
 

総
務
省
統
計
局
の
ホ
ー
ム
ペ
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ジ
、
統
計
局
家
計
調
査
に
よ
る
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一
九 

『
人
間
喜
劇
』
で
は
、
一
八
四
六
年
が
最
も
後
の
登
場
年
で
あ
る
。 

一
八  o

p
.cit., p

.14
5

, 176
, 19

8
, 2

5
9

. 

な
お
、
『
ゴ
リ
オ
爺
さ
ん
』
に
は
、
五
百
フ
ラ
ン
札
は
一
度
も
出
て
こ
な
い
。 

一
七  

一
リ
ー
ブ
ルlivre

は
二
十
ス
ーso

u

、
一
ス
ー
は
十
二
ド
ゥ
ニ
エd
en

ier

、
あ
る
い
は
四
リ
ア
ー
ルliard

、
一
リ
ア
ー
ル
は
三
ド
ゥ
ニ
エ
で

あ
っ
た
。 

一
六  É

d
o

u
ard

 D
o

lléan
s

の
前
掲
書
十
二
〜
十
三
頁
に
は
、
最
下
層
労
働
者
の
生
活
が
想
像
を
絶
す
る
ほ
ど
劣
悪
な
も
の
で
あ
っ
た
様
子
が
、
当

時
の
医
師
の
記
述
の
引
用
か
ら
示
さ
れ
い
る
。 

二
五 

一
ユ
ー
ロ
、
百
三
十
六
円
二
十
七
銭
と
い
う
二
〇
〇
四
年
二
月
二
十
七
日
現
在
の
相
場
で
計
算
。 

二
四  L

aro
u

sse, H
isto

ire d
e F

ra
n

ce illu
strée, to

m
e X

I, R
esta

u
ra

tio
n

 et R
év

o
lu

tio
n

s 18
15

 /18
5

1, p
.10

7 

二
三  

砂
糖
は
、
七
月
王
政
末
期
に
は
、
甜
菜
の
生
産
量
が
七
倍
に
上
昇
し
て
価
格
が
下
が
り
、
こ
の
よ
う
な
贅
沢
品
で
は
な
く
な
る
。
前
掲
書

『
フ
ラ
ン
ス
史
』
参
照
。 

二
二  

文
人
協
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
。
数
量
が
ば
ら
ば
ら
で
あ
る
の
は
、
あ
る
一
家
の
支
払
伝
票
を
そ
の
ま
ま
写
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ

る
。 

二
一  

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
統
計
情
報
、
「
一
年
を
通
じ
て
勤
務
し
た
給
与
所
得
者
」
の
第
六
表
「
給
与
総
額
及
び
平
均
給
与
」
に
よ
る
。 

二
〇  

百
科
事
典
ユ
ニ
ベ
ル
サ
リ
ス
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
直
接
税
は
、
一
、
土
地
と
建
物
の
収
益
に
課
税
さ
れ
る
税
、
二
、
賃
貸
収
入
に
課
税
さ

れ
る
税
、
三
、
商
人
、
実
業
家
、
自
由
業
者
（
医
師
、
弁
護
士
な
ど
）
の
営
業
収
入
総
額
か
ら
計
算
さ
れ
る
税
、
四
、
戸
口
、
窓
税
で
あ
る
。
税

収
全
体
に
対
す
る
直
接
税
の
割
合
は
大
き
く
な
く
、
世
紀
末
に
は
二
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
過
ぎ
な
く
な
っ
て
い
る
。
当
時
の
被
選
挙
権
者
の
多
く
は
、

相
変
わ
ら
ず
大
土
地
所
有
の
貴
族
で
あ
っ
た
が
、
彼
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
年
金
を
持
っ
て
い
た
。
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
の
多
く
も
、
『
人
間
喜
劇
』
を
読
む

限
り
、
財
産
が
で
き
れ
ば
年
利
五
パ
ー
セ
ン
ト
（
当
時
の
通
常
金
利
）
の
国
債
を
買
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
年
金
か
ら
得
る
収
入
を
加
え
る
と
、

実
収
入
は
も
っ
と
ず
っ
と
多
い
と
推
測
さ
れ
る
。 

ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
二
十
年
間
、
物
価
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
っ
た
、
と
言
っ
て
い
い
。 
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二
七  
労
働
者
の
賃
金
を
算
定
基
準
ｓ
に
す
れ
ば
、
実
際
十
倍
以
上
に
な
る
。 

二
八  
鹿
島
茂
氏
は
、
『
馬
車
が
買
い
た
い
』
（
白
水
社
、
一
九
九
〇
年
）
十
四
頁
に
お
い
て
、
一
フ
ラ
ン
を
千
円
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
氏

は
様
々
な
著
作
に
お
い
て
、
こ
の
計
算
で
注
を
記
し
て
い
る
。
（
例
え
ば
『
明
日
は
舞
踏
会
』
、
『
「
レ
・
ミ
ゼ
ラ
ブ
ル
」
百
六
景
』
な
ど
） 

二
六  

日
本
銀
行
金
融
研
究
所
貨
幣
博
物
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
。 
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